
議案第４号 

斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

【議案提出担当課：国保医療課】 

 国民健康保険の県単位化に伴い、令和６年度より国民健康保険税率を奈良県内で統

一することから、本条例において所要の改正を行うものであります。 

 

１．改正内容 

（１）税率の改定（第３条、第５条、第５条の２、第６条、第７条の２、第７条の３ 

第８条及び第９条の２の改正規定） 

区分 改定前 改定後 

基礎課税額 

所得割額 ７．６２％ ７．６４％ 

均等割額 ２６，８００円 ２７，６００円 

世帯別 

平等割額 

特定世帯・特定継続世帯以外の世帯 ２２，７００円 ２０，０００円 

特定世帯 １１，３５０円 １０，０００円 

特定継続世帯 １７，０２５円 １５，０００円 

後期高齢者 

支援金等 

課税額 

所得割額 ３．１５％ ３．２７％ 

均等割額 １０，９００円 １１，５００円 

世帯別 

平等割額 

特定世帯・特定継続世帯以外の世帯 ８，０００円 ８，４００円 

特定世帯 ４，０００円 ４，２００円 

特定継続世帯 ６，０００円 ６，３００円 

介護納付金 

課税額 

所得割額 ３．１７％ ３．０３％ 

均等割額 １７，８００円 １６，９００円 

 

 

（２）税率改定に伴う軽減額の改定（第２１条第１項の改正規定）  

区          分 改定前 改定後 

７割 

軽減 

基礎課税額 

均等割額 １８，７６０円 １９，３２０円 

世帯別

平等割

額 

特定世帯・特定継続世帯以外の世帯 １５，８９０円 １４，０００円 

特定世帯 ７，９４５円 ７，０００円 

特定継続世帯 １１，９１８円 １０，５００円 

後期高齢者 

支援金等 

課税額 

均等割額 ７，６３０円 ８，０５０円 

世帯別

平等割

額 

特定世帯・特定継続世帯以外の世帯 ５，６００円 ５，８８０円 

特定世帯 ２，８００円 ２，９４０円 

特定継続世帯 ４，２００円 ４，４１０円 

介護納付金課税額 均等割額 １２，４６０円 １１，８３０円 

５割

軽減 
基礎課税額 

均等割額 １３，４００円 １３，８００円 

世帯別 特定世帯・特定継続世帯以外の世帯  １１，３５０円 １０，０００円 



平等割

額 

特定世帯 ５，６７５円 ５，０００円 

特定継続世帯 ８，５１３円 ７，５００円 

後期高齢者 

支援金等 

課税額 

均等割額 ５，４５０円 ５，７５０円 

世帯別

平等割

額 

特定世帯・特定継続世帯以外の世帯  ４，０００円 ４，２００円 

特定世帯 ２，０００円 ２，１００円 

特定継続世帯 ３，０００円 ３，１５０円 

介護納付金課税額 均等割額 ８，９００円 ８，４５０円 

２割

軽減 

基礎課税額 

均等割額 ５，３６０円 ５，５２０円 

世帯別

平等割

額 

特定世帯・特定継続世帯以外の世帯  ４，５４０円 ４，０００円 

特定世帯 ２，２７０円 ２，０００円 

特定継続世帯 ３，４０５円 ３，０００円 

後期高齢者 

支援金等 

課税額 

均等割額 ２，１８０円 ２，３００円 

世帯別

平等割

額 

特定世帯・特定継続世帯以外の世帯 １，６００円 １，６８０円 

特定世帯 ８００円 ８４０円 

特定継続世帯 １，２００円 １，２６０円 

介護納付金課税額 均等割額 ３，５６０円 ３，３８０円 

 

 

（３）税率改定に伴う未就学児均等割額の軽減額の改定(第２１条第２項の改正規定) 

区         分 改定前 改定後 

基礎課税額 

７割軽減世帯 ４，０２０円 ４，１４０円 

５割軽減世帯 ６，７００円 ６，９００円 

２割軽減世帯 １０，７２０円 １１，０４０円 

上記以外の世帯 １３，４００円 １３，８００円 

後期高齢者支援金等 

課税額 

７割軽減世帯 １，６３５円 １，７２５円 

５割軽減世帯 ２，７２５円 ２，８７５円 

２割軽減世帯 ４，３６０円 ４，６００円 

上記以外の世帯 ５，４５０円 ５，７５０円 

 

２．施行期日等 

（１）施行期日 

令和６年４月１日から施行します。 

（２）適用区分 

令和６年度分の国民健康保険税から適用し、令和５年度分までの国民健康保険税 

については、従前の例によります。 


